
小売業における
労働災害発生状況

令和５年１１月２２日（水）

長崎労働局健康安全課



令和４年 業種別・労働災害発生状況
（コロナ関連の労働災害を除く）
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近年、第３次産業の災害が目立っています。特に第３次産業（小売業、社会福祉施設
など）の割合が高い状況です

計：1,638件
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小売業における年別・労働災害発生状況
（コロナ関連を除く）
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小売業における事故の型別・労働災害発生状況
（コロナ関連を除く）

全業種における転倒災害は２
割～３割程度となっています
が、小売業においては４割近く
が転倒災害と非常に高い割合
を占めています。（令和4年で
69/187＝37％、令和5年10月
末で45/128＝35％）
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小売業における年齢別・労働災害発生状況
（コロナ関連を除く）
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令和５年１０月末 小売業における労働災害発
生状況（コロナ関連を除く）
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令和４年 小売業における月別・労働災害発生状況
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（挟まれ、巻き込まれ災害事例１）
発生年月 令和４年５月

年齢 ５０歳代

被災状況 人差し指第一関節切断

休業期間 約７か月

経験年数 １０か月

労働災害発生状況

スライス機で肉をカットし、それをミンチ機へ入れる
作業をしていたところ、ミンチ機の備え付けの専用棒
を使用せず、手を入れこんだため、指が巻き込まれ、
切断したもの。

（イメージ図）

（厚生労働省 職場のあんぜんサイトより）



（挟まれ、巻き込まれ災害事例２）
発生年月 令和４年４月

年齢 ２０歳代

被災状況 指の骨折

休業期間 約１か月

経験年数 ７か月

労働災害発生状況

ミキサー周辺についた粉を取り除こうとしたところ、ミ
キサー内のつめ（羽）が邪魔だったため、稼働したとこ
ろミキサー内で手を挟み、指を骨折したもの。

（イメージ図）

（厚生労働省 職場のあんぜんサイトより）



（挟まれ、巻き込まれ災害事例３）
発生年月 令和４年５月

年齢 ５０歳代

被災状況 腓骨の剥離骨折

休業期間 約４か月

経験年数 １０か月

労働災害発生状況

お米を積んだカートラックを前後で同僚２名で運んで
いたところ、前方の労働者がタイヤに靴が巻き込まれ、
転倒し、左膝を強打したもの。

（イメージ図）

（厚生労働省 職場のあんぜんサイトより）



（切れ、こすれ災害事例１）
発生年月 令和４年４月

年齢 ２０歳代

被災状況 親指切断

休業期間 約５０日

経験年数 ５年

労働災害発生状況

三枚におろした魚（約80ｃｍのヒラス）のアラを刃渡り
20ｃｍの包丁で叩き切っていたところ、魚を押さえてい
た左親指を包丁で切断したもの。

（イメージ図）

（厚生労働省 職場のあんぜんサイトより）



（その他の切れ、こすれ災害事例２）
番号 発生年月 労働災害発生

１ 令和５年７月 精肉の作業場で、豚バラ肉を切る際に商品が硬かったため、力を入れて
切ったところ刃先が滑り、手の甲を切創したもの。（左手甲裂傷）

２ 令和５年５月 惣菜部門で、冷凍の練り物を包丁で切っていたところ、左手の小指先端を切
断したもの。

３ 令和４年６月 フードスライサーで玉ねぎをみじん切りにしようとしたものの、玉ねぎが刃に
引っ掛かり、カバーを開けて玉ねぎを取り除こうとしたが、刃がまだ回転して
おり、指を切ったもの。

４ 令和４年５月 精肉作業場内で豚ももの油を除去する際、右手に持った包丁が滑り、左手
小指を切ったもの。

５ 令和４年６月 精肉作業場所で、包丁をシンクで洗浄していたところ、誤って左手親指を包
丁の刃で切ったもの。


